
下水道排水設備工事の申請から完了まで 
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②調査・見積結果 
← 

 

③工事申込み 
→ 

 

 ④排水設備計画確認申請書提出 
→ 

 ⑤審査・許可 
← 

⑥工事着工（説明） 
← 

 

⑦工事完成 
← 

 

 ⑧公共下水道使用開始届提出 
→ 

 ⑨排水設備工事完了届提出 
→ 

 ⑩完成検査及び検査済証交付 
（施主へ） 

← 
 ※下水道排水設備工事は、必ず須賀川市が指定する工事店で行ってください。 
  その工事に関する諸手続きは、みなさまに代わりまして指定工事店が行います。 


